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京丹後市地域防災計画 原子力災害対策編 新旧対照表 

ペ
ー
ジ 

現行 改正案 備考 

 第１編 総 則 第１編 総 則  

 第４章 計画の修正に際し遵守すべき指針 第４章 計画の修正に際し遵守すべき指針  

4 

この計画の修正に際しては、原災法第６条の２第１項の規定により、原子力規制委員会が定める「原

子力災害対策指針」(令和６年９ 月１１日全部改正)を遵守するものとする。 

この計画の修正に際しては、原災法第６条の２第１項の規定により、原子力規制委員会が定める「原

子力災害対策指針」(令和７年１０月３ 日一部改正)を遵守するものとする。 

原子力災害

対策指針の

改正に伴う

修正 

    

 第７章 防護措置の判断基準 第７章 防護措置の判断基準  

8 原子力災害対策指針では、原子力施設の状況に応じて効果的に防護措置を実施するために、緊急事態

区分を決める判断基準（ＥＡＬ）及び原子力災害発生時における放射線量に応じた防護措置を判断する

基準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ）を定めている。 

この基準に基づき、住民が実施すべき防護措置についての判断を国が行い、府や関係市町に対して指

示を行うこととなる。 

本市においては、国等が実施する緊急時モニタリングの測定結果をＯＩＬと照らし合わせ、ＵＰＺ内

に準じた防護措置を実施することとする。 

（略） 

原子力災害対策指針では、原子力施設の状況に応じて効果的に防護措置を実施するために、緊急事態

区分を決める判断基準（ＥＡＬ）及び原子力災害発生時における放射線量に応じた防護措置を判断する

基準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ）を定めている。 

この基準に基づき、住民が実施すべき防護措置についての判断を国が行い、府や関係市町に対して指

示を行うこととなる。 

本市においては、国等が実施する緊急時モニタリングの測定結果をＯＩＬと照らし合わせ、ＵＰＺ  

に準じた防護措置を実施することとする。 

（略） 

 

    

    

 第２編 原子力災害事前対策計画 第２編 原子力災害事前対策計画  

 第５章 避難収容活動体制の整備 第５章 避難収容活動体制の整備  

 １ 避難計画の作成 １ 避難計画の作成  

20 (1) （略） 

(2) 京丹後市における住民避難に当たっては、次のとおり対応するものとする。 

京丹後市は、原子力災害対策指針に基づく予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）及び緊急

防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）を含まない。 

避難については、原則として、ＰＡＺ及びＵＰＺの住民避難が先行して行われるため、原子力

災害対策指針に基づき、段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施するまでの間は屋内退避

を行う。これらＰＡＺ及びＵＰＺの住民避難に配慮して、原子力災害対策指針に基づく広域避難

計画を策定するものとする。 

なお、高浜発電所のＵＰＺ区域がある宮津市及び伊根町からの避難者についての受入れを京都

府より要請されており、広域避難計画において記載するものとする。 

(1) （略） 

(2) 京丹後市における住民避難に当たっては、次のとおり対応するものとする。 

京丹後市は、原子力災害対策指針に基づく予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）及び緊急

防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）を含まない。 

避難については、原則として、ＰＡＺ及びＵＰＺの住民避難が先行して行われるため、原子力

災害対策指針に基づき、全面緊急事態に至った時点で               屋内退避

を行う。これらＰＡＺ及びＵＰＺの住民避難に配慮して、原子力災害対策指針に基づく広域避難

計画を策定するものとする。 

なお、高浜発電所のＵＰＺ区域がある宮津市及び伊根町からの避難者についての受入れを京都

府より要請されており、広域避難計画において記載するものとする。 

 

    

 第７章 救助・救急、医療及び防護資機材等の整備 第７章 救助・救急、医療及び防護資機材等の整備  

 ４ 原子力災害医療活動体制等の整備 ４ 原子力災害医療活動体制等の整備  

25 原子力災害医療体制の状況 
（令和 6 年 4 月現在） 

区分 圏域 医療機関名 所在地 

原子力災害医療協力機関 丹後 
公立大学法人京都府立医科

大学附属北部医療センター 
与謝郡与謝野町字男山 481 

原子力災害医療体制の状況 
（令和 7 年 4 月現在） 

区分 圏域 医療機関名 所在地 

原子力災害医療協力機関 丹後 
公立大学法人京都府立医科

大学附属北部医療センター 
与謝郡与謝野町字男山 481 

時点修正 
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ペ
ー
ジ 

現行 改正案 備考 

京丹後市立弥栄病院           京丹後市弥栄町溝谷 3452-1 

京丹後市立久美浜病院          京丹後市久美浜町 161 

原子力災害拠点病院  

独立行政法人国立病院機構

京都医療センター 
京都市伏見区深草向畑町 1-1 

国立大学法人京都大学医学

部附属病院 

京都市左京区聖護院川原町

54 

公立大学法人京都府立医科

大学附属病院 

京都市上京区河原町通広小

路上る梶井町 465 

高度被ばく医療支援センター  国立大学法人広島大学 広島市南区霞 1-2-3 
 

京丹後市立弥栄病院           京丹後市弥栄町溝谷 3452-1 

京丹後市立久美浜病院          京丹後市久美浜町 161 

原子力災害拠点病院  

独立行政法人国立病院機構

京都医療センター 
京都市伏見区深草向畑町 1-1 

国立大学法人京都大学医学

部附属病院 

京都市左京区聖護院川原町

54 

公立大学法人京都府立医科

大学附属病院 

京都市上京区河原町通広小

路上る梶井町 465 

高度被ばく医療支援センター  国立大学法人広島大学 広島市南区霞 1-2-3 
 

    

 第 10章 家庭動物等対策 第 10章 家庭動物等対策  

26 １ 京都府 は、         原子力災害時において、飼い主が速やかに家庭動物と避難でき

るよう、避難準備品や避難先の確認等を明示したガイドブックを配布して啓発する。 
１ 京丹後市は、京都府の協力のもと原子力災害時において、飼い主が速やかに家庭動物と避難でき

るよう、避難準備品や避難先の確認等を明示したガイドブックを配布して啓発する。 
実施主体の

修正 

 ２ 京都府は、原子力災害時において、迅速に動物救護の対応を行うため、飼養機材及び動物医薬品

の調達並びに収容施設の確保などの協力が得られるよう関係団体と調整を行うものとする。市はこ

れに協力する。 

２ 京都府が、原子力災害時において、迅速に動物救護の対応を行うため、飼養機材及び動物医薬品

の調達並びに収容施設の確保などの協力が得られるよう関係団体と調整を行うとき、   市はこ

れに協力する。 

 

    

    

 第３編 緊急事態応急対策計画 第３編 緊急事態応急対策計画  

 第２章 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 第２章 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保  

 １ 施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 １ 施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡  

31 

32 

(1) 情報収集事態が発生した場合 

ア 原子力規制委員会（追加） は、情報収集事態を認知した場合には、（追加）           

             情報収集事態の発生及びその後の状況について、関係省庁並びに京

都府及び府内関係市町に対して情報提供を行うものとされている。また、京都府及び府内関係市

町に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するものとされている。 

イ 京都府は、原子力規制委員会（追加）       から連絡があった場合など、情報収集事

態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとされている。また、

情報収集事態の発生を認知したことについて、関係する指定地方公共機関に連絡するとともに京

丹後市へ連絡するものとされている。 

(2) 警戒事態が発生した場合 

ア 原子力規制委員会（追加） は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は関西電力

株式会社等により連絡された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、（追加）       

                     警戒事態の発生及びその後の状況について、関

係省庁並びに京都府及び府内関係市町に対して情報提供を行うものとされている。また、京都

府及び府内関係市町に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、被

害状況に応じた警戒態勢をとるため、ＰＡＺを含む舞鶴市に対しては、施設敷地緊急事態要避

難者を対象とした避難等の予防的防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよう、

ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、施設敷地緊急事態要避難者を対象とした

避難等の予防的防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、要請するもの

とされている。 

イ 関西電力株式会社は、高浜発電所又は大飯発電所において原子力事業者防災業務計画に定め

(1) 情報収集事態が発生した場合 

ア 原子力規制委員会及び内閣府は、情報収集事態を認知した場合には、原子力規制委員会・内閣

府合同情報連絡室を設置し、情報収集事態の発生及びその後の状況について、関係省庁並びに京

都府及び府内関係市町に対して情報提供を行うものとされている。また、京都府及び府内関係市

町に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するものとされている。 

イ 京都府は、原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室から連絡があった場合など、情報収集事

態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとされている。また、

情報収集事態の発生を認知したことについて、関係する指定地方公共機関に連絡するとともに京

丹後市へ連絡するものとされている。 

(2) 警戒事態が発生した場合 

ア 原子力規制委員会及び内閣府は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は関西電力

株式会社等により連絡された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、原子力規制委員

会・内閣府原子力事故合同警戒本部を設置し、警戒事態の発生及びその後の状況について、関

係省庁並びに京都府及び府内関係市町に対して情報提供を行うものとされている。また、京都

府及び府内関係市町に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、被

害状況に応じた警戒態勢をとるため、ＰＡＺを含む舞鶴市に対しては、施設敷地緊急事態要避

難者を対象とした避難等の予防的防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよう、

ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、施設敷地緊急事態要避難者を対象とした

避難等の予防的防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、要請するもの

とされている。 

イ 関西電力株式会社は、高浜発電所又は大飯発電所において原子力事業者防災業務計画に定め

京都府地域

防災計画と

の整合（防

災基本計画

（内閣府）

修正（令和

６年５月）

に伴う修正

【危機管理

部】） 
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ペ
ー
ジ 

現行 改正案 備考 

る警戒事象が発生したときは、直ちに原子力規制委員会（追加）           に連

絡するとともに、京都府、府内関係市町及び関係機関に連絡するものとされている。 

ウ 京都府は、原子力規制委員会（追加）            から連絡があった場合など、

警戒事態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとされている。

また、警戒事態の発生を認知したことについて、関係する指定地方公共機関に連絡するととも

に京丹後市へ連絡するものとする。 

なお、連絡系統図は、別図１（高浜発電所）、別図１－２（大飯発電所）のとおりとする。 

(3) 関西電力株式会社からの施設敷地緊急事態に該当する事象の発生通報があった場合 

ア 高浜発電所及び大飯発電所の原子力防災管理者（以下「原子力防災管理者」という。）は、施

設敷地緊急事態に該当する事象の発生後又は発生の通報を受けた場合、直ちに（１５分以内を

目途）京都府をはじめ内閣府（内閣総理大臣）、原子力規制委員会へ同時に文書をファクシミリ

で送付する。併せて、官邸（内閣官房）、府内関係市町、京都府警察本部、舞鶴海上保安部、原

子力防災専門官等に同時に文書をファクシミリで送付するものとされている。さらに、主要な

機関等に対してはその着信を確認することとされている。 

イ 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊急事態が発生して

いるか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等につい

て、官邸（内閣官房）、内閣府、京都府及び府内関係市町、京都府警察本部及び住民等に連絡す

るものとされている。また、（追加）                              

                                           

     ＰＡＺを含む舞鶴市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者を対象とした避難等の

予防的防護措置の実施、施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等を対象とした避難等の予防

的防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよう、ＵＰＺを含む地方公共団体に

対しては、屋内退避の準備を行うよう、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、

避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ及び施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等を

対象とした避難等の予防的防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、

要請するものとされている。 

ウ 京都府は、関西電力株式会社及び国から通報・連絡を受けた事項について、府内関係市町、

関西広域連合及び関係する指定地方公共機関に連絡するとともに速やかに京丹後市等に連絡す

るものとされている。 

なお、これらの連絡系統図は、別図２（高浜発電所）のとおりである。 

る警戒事象が発生したときは、直ちに原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部に連

絡するとともに、京都府、府内関係市町及び関係機関に連絡するものとされている。 

ウ 京都府は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部から連絡があった場合など、

警戒事態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとされている。

また、警戒事態の発生を認知したことについて、関係する指定地方公共機関に連絡するととも

に京丹後市へ連絡するものとする。 

なお、連絡系統図は、別図１（高浜発電所）、別図１－２（大飯発電所）のとおりとする。 

(3) 関西電力株式会社からの施設敷地緊急事態に該当する事象の発生通報があった場合 

ア 高浜発電所及び大飯発電所の原子力防災管理者（以下「原子力防災管理者」という。）は、施

設敷地緊急事態に該当する事象の発生後又は発生の通報を受けた場合、直ちに（１５分以内を

目途）京都府をはじめ内閣府（内閣総理大臣）、原子力規制委員会へ同時に文書をファクシミリ

で送付する。併せて、官邸（内閣官房）、府内関係市町、京都府警察本部、舞鶴海上保安部、原

子力防災専門官等に同時に文書をファクシミリで送付するものとされている。さらに、主要な

機関等に対してはその着信を確認することとされている。 

イ 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊急事態が発生して

いるか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等につい

て、官邸（内閣官房）、内閣府、京都府及び府内関係市町、京都府警察本部及び住民等に連絡す

るものとされている。また、原子力規制委員会及び内閣府は、関西電力株式会社から施設敷地

緊急事態発生の通報を受けた場合、直ちに原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部

を設置し、ＰＡＺを含む舞鶴市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者を対象とした避難等の

予防的防護措置の実施、施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等を対象とした避難等の予防的

防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよう、ＵＰＺを含む地方公共団体に対し

ては、屋内退避の準備を行うよう、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、避難

した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ及び施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等を対象と

した避難等の予防的防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、要請する

ものとされている。 

ウ 京都府は、関西電力株式会社及び国から通報・連絡を受けた事項について、府内関係市町、

関西広域連合及び関係する指定地方公共機関に連絡するとともに速やかに京丹後市等に連絡す

るものとされている。 

なお、これらの連絡系統図は、別図２（高浜発電所）のとおりである。 
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33 別図１ 

「警戒事態発生時の情報連絡」系統図 

（高浜発電所） 

 

別図１ 

「警戒事態発生時の情報連絡」系統図 

（高浜発電所） 

 

市組織名称

変更に伴う

修正 

京丹後市総務防災課 京丹後市総務課   
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34 別図２ 

「施設敷地緊急事態」及び「全面緊急事態」に係る通報の連絡系統図（高浜発電所） 

 

別図２ 

「施設敷地緊急事態」及び「全面緊急事態」に係る通報の連絡系統図（高浜発電所） 

 

 

    

京丹後市総務課   京丹後市総務防災課 
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 ２ 応急対策活動情報の連絡 ２ 応急対策活動情報の連絡  

35 (1) 施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 

ア 原子力防災管理者は、京都府をはじめ官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、（追加）府内関

係市町、京都府警察本部、府内関係消防機関、舞鶴海上保安部、原子力防災専門官等に関西電力

株式会社の応急措置の概要を定期的にファクシミリにより連絡することとされており、さらに、

関係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡することとされている。 

イ 京丹後市は、京都府等から情報を得るとともに、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡

するなど、相互の連絡を密にするものとする。 

ウ 京丹後市は、防災関係機関との間において、京都府等から通報・連絡を受けた事項、自ら行

う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。 

エ 京丹後市及び京都府は、各々が行う応急対策活動の状況等について、相互の連絡を密にする

ものとする。 

(2) （略） 

(1) 施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 

ア 原子力防災管理者は、京都府をはじめ官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、府内関

係市町、京都府警察本部、府内関係消防機関、舞鶴海上保安部、原子力防災専門官等に関西電力

株式会社の応急措置の概要を定期的にファクシミリにより連絡することとされており、さらに、

関係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡することとされている。 

イ 京丹後市は、京都府等から情報を得るとともに、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡

するなど、相互の連絡を密にするものとする。 

ウ 京丹後市は、防災関係機関との間において、京都府等から通報・連絡を受けた事項、自ら行

う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。 

エ 京丹後市及び京都府は、各々が行う応急対策活動の状況等について、相互の連絡を密にする

ものとする。 

(2) （略） 

京都府地域

防災計画と

の整合（防

災基本計画

（内閣府）

修正（令和

６年５月）

に伴う修正

【危機管理

部】） 

    

 第４章 屋内退避、避難収容等の防護措置 第４章 屋内退避、避難収容等の防護措置  

 １ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 １ 避難、屋内退避等の防護措置の実施  

38 

39 

40 京丹後市は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュアル等に基づき、避難、屋内退避等の防護

措置を実施するものとする。 

(1) 京丹後市は、ＰＡＺ及びＵＰＺ内における予防的防護措置が行われた場合、住民に対し、必要

に応じて、予防的措置（屋内退避）を行う可能性が有る旨の注意喚起を行うものとする。 

(2)～(6) （略） 

(7) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、万が一、原子力災害が発生した場

合は、住民等の被ばくによるリスクとウイルス等の感染拡大によるリスクの双方から、市民の生

命・健康を守ることを最優先とし、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を

十分考慮した上で、避難や屋内退避における各種防護措置を行うとともに、避難又は一時移転を

行う場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等におけ

る感染者とそれ以外の者との分離等を行うなど、関係機関等と連携して対応する。 

京丹後市は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュアル等に基づき、避難、屋内退避等の防護

措置を実施するものとする。 

(1) 京丹後市は、ＰＡＺ及びＵＰＺ における予防的防護措置が行われた場合、住民に対し、必要

に応じて、予防的措置（屋内退避）を行う可能性が有る旨の注意喚起を行うものとする。 

(2) ～(6) （略） 

(7)                感染症の流行下において、万が一、原子力災害が発生した場

合は、住民等の被ばくによるリスクとウイルス等の感染拡大によるリスクの双方から、市民の生

命・健康を守ることを最優先とし、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を

十分考慮した上で、避難や屋内退避における各種防護措置を行うとともに、避難又は一時移転を

行う場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等におけ

る感染者とそれ以外の者との分離等を行うなど、関係機関等と連携して対応する。 

原子力災害

対策指針の

改正による

修正、京都

府地域防災

計画との整

合（防災基

本計画（内

閣府）修正

（令和６年

５月）に伴

う修正【危

機管理

部】） 

    

 ２ 避難所等 ２ 避難所等  

40 (1)～(2) （略） 

(3) 京丹後市（避難対象区域を含む場合）は、京都府の協力のもと、指定避難所における生活環境

が、常に良好なものであるよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状

況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プラ

イバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻

度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の

確保、配食等の状況、し尿及びこみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態

の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、府「ペットの同

行避難ガイドライン」（追加）        に基づき指定避難所                  

                           における家庭動物のためのスペース

の確保に努めるものとする。 

(4)～(8) （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 京丹後市（避難対象区域を含む場合）は、京都府の協力のもと、指定避難所における生活環境

が、常に良好なものであるよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状

況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プラ

イバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻

度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の

確保、配食等の状況、し尿及びこみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態

の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、府「ペットの同

行避難ガイドライン」（京都府生活衛生課作成）に基づき犬や猫等の家庭動物と同行避難した者の

受入れ体制について検討し、被災者支援の観点から避難場所における家庭動物のためのスペース

の確保に努めるものとする。 

(4)～(8) （略） 

京都府地域

防災計画と

の整合

（「ペット

の同行避難

ガイドライ

ン」作成者

の補足及び

防災基本計

画修正（令
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和６年５

月）に伴う

修正【危機

管理部】

【文化生活

部】） 

    

 


